
令和７年度（令和６年１月～12月分）
市民税･県民税申告の手引き
　申告は、市民の暮らしを支えていく大切な財源となる市民税・県民税の適正な課税を行うための手続きです。
申告書を提出されないと、適正・公平な課税ができないだけでなく、次のような行政サービスに支障をきた

すことがありますので、必ず期限内に申告してください。
○所得・課税証明書などの発行　　○各種給付金

○国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の各種算定、国民年金保険料免除申請

○児童手当、児童扶養手当、保育料、奨学金・授業料免除申請　　○公営住宅の入居申し込み　など

１．所得の計算に必要なもの（令和６年中の収入・事業経費に係るものに限ります）
　　◉給与所得者・年金受給者……源泉徴収票または給与明細書､雇用主による給与支払証明書など

　　◉その他の所得者………………収支計算書または現金出納帳、売掛帳など

２．所得控除の計算に必要なもの（令和６年中に支払ったものに限ります）
　　◉雑損控除………………………消防署や警察署などの証明、損失額及び保険などで補てんされた金額の証明書

　　◉医療費控除……………………医療費の支払額や保険などで補てんされた金額を集計した「医療費控除の明細書」

　　◉社会保険料控除………………国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、国民年金基金、その他の社会

　　　　　　　　　　　　　　　　保険などの支払に関する証明（納付済額のお知らせ・領収書など）

　　◉生命・地震保険料控除………生命保険料や地震保険料及び旧長期損害保険料の控除証明書

　　◉障害者控除……………………障害者手帳等（令和６年までに発行されたもの。コピー可）

３．税額控除に必要なもの（令和６年中に支払ったものに限ります）
◉寄附金控除……………………都道府県・市町村もしくは特別区が発行する（ふるさと納税）寄附金受領証明書、大分県共同募金

会、日本赤十字社の大分県支部が発行する証明書、寄附先の法人等が発行する寄附金受領証明書

４．本人確認書類………………マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、障害者手帳など
５．マイナンバーが確認できる書類…マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など
※郵送で提出する場合は、資料（写し可）を同封してください。証明書等の添付がないと控除が適用されない場合があります。
※添付資料を返送希望の方は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

申告に必要なもの

窓口の混雑解消のため、郵送での提出にご協力をお願いします。

•大分市財務部市民税課（〒870-8504 大分市荷揚町２番31号）
•鶴崎・大南・稙田・大在・坂ノ市・佐賀関・野津原・明野の各支所（鶴崎・稙田支所管内は各資産税事務所）

提　出　先
郵送で提出する場合は市民税課あてにご送付ください。

大分市財務部市民税課　電話番号　097－537－5729、097－537－5730
受付時間　平日８:30～17:15

お問い合わせ

給与･雑(公的年金等)所得の計算
給与所得の計算 Ⅱ 公的年金等(雑所得)の計算

　 給与等のカ　　 収入金額
円 　 給与等の⑥　　 所得金額

円

給
与
所
得
速
算
表

給与等の収入金額の合計額 給　与　所　得　金　額　⑥

～　 550,999円 0円

551,000円～1,618,999円 収入金額－550,000円

1,619,000円～1,619,999円 1,069,000円

1,620,000円～1,621,999円 1,070,000円

1,622,000円～1,623,999円 1,072,000円

1,624,000円～1,627,999円 1,074,000円

1,628,000円～1,799,999円 収入金額÷４(千円未満の端数切捨て)×2.4＋100,000円

1,800,000円～3,599,999円 収入金額÷４(千円未満の端数切捨て)×2.8－80,000円

3,600,000円～6,599,999円 収入金額÷４(千円未満の端数切捨て)×3.2－440,000円

6,600,000円～8,499,999円 収入金額×0.9 －1,100,000円

  8,500,000円～             収入金額－1,950,000円

　 公的年金等キ　　 収入金額
円 　 公的年金等⑦　　 所得金額

円

受給者の年齢 公的年金等の収入金額(A）
年金所得金額を除いた合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

65歳以上
昭和35年
１月１日
以前に生
まれた人

            ～3,299,999円 Ａ－1,100,000円 Ａ－1,000,000円 Ａ－900,000円
 3,300,000円～4,099,999円 Ａ×0.75－275,000円 Ａ×0.75－175,000円 Ａ×0.75－75,000円
 4,100,000円～7,699,999円 Ａ×0.85－685,000円 Ａ×0.85－585,000円 Ａ×0.85－485,000円
 7,700,000円～9,999,999円 Ａ×0.95－1,455,000円 Ａ×0.95－1,355,000円 Ａ×0.95－1,255,000円
10,000,000円～ Ａ－1,955,000円 Ａ－1,855,000円 Ａ－1,755,000円

65歳未満
昭和35年
１月２日
以後に生
まれた人

            ～1,299,999円 Ａ－600,000円 Ａ－500,000円 Ａ－400,000円
 1,300,000円～4,099,999円 Ａ×0.75－275,000円 Ａ×0.75－175,000円 Ａ×0.75－75,000円
 4,100,000円～7,699,999円 Ａ×0.85－685,000円 Ａ×0.85－585,000円 Ａ×0.85－485,000円
 7,700,000円～9,999,999円 Ａ×0.95－1,455,000円 Ａ×0.95－1,355,000円 Ａ×0.95－1,255,000円
10,000,000円～ Ａ－1,955,000円 Ａ－1,855,000円 Ａ－1,755,000円

所得控除額（所得から差し引かれる金額）の計算

⑯ 地震保険料控除額
地震保険料（合計） Ａ 円

Ａの金額 地震保険料の控除額
～50,000円 Ａ×0.5 円 Ｂ

50,001円～ 　　　　　一律　　　25,000 円

Ｂ＋Ｄ Ｅ(最高額　25,000円） 円

旧長期保険料(合計) C 円
Ｃの金額 旧長期保険料の控除額
～       5,000円 Ｃの金額 円

Ｄ  5,001円～15,000円 Ｃ×0.5＋2,500 円
   15,001円～　 　　　　　一律　　　10,000 円

Ｅの金額を申告書１面４－⑯欄に記入してください。

㉑ 配偶者（特別）控除額

㉕ 雑 損 控 除 額
Ａ 損害金額(合計) 円
Ｂ 保険金などで補てんされる金額 円
Ｃ Ａ－Ｂ(差引損失額) 円
Ｄ 申告書の⑫＋退職所得金額＋山林所得金額 ※ 円
Ｅ Ｄ×0.1 円
Ｆ Ｃ－Ｅ 円
Ｇ Ｃのうち災害関連支出の金額 円
Ｈ Ｇ－50,000円 円

ＦとＨのいずれか多い方の金額 円
の金額を申告書１面４－㉕欄に記入してください。

㉖ 医 療 費 控 除 額
Ａ 支払った医療費（合計） 円
Ｂ 保険金などで補てんされる金額 円
Ｃ Ａ－Ｂ 円
Ｄ 申告書の⑫＋退職所得金額＋山林所得金額 ※ 円
Ｅ Ｄ×0.05 円
Ｆ 10万円とＥのいずれか少ない方の金額 円

Ｃ－Ｆ Ｇ(最高額 200万円)                       円
Ｇの金額を申告書１面４－㉖欄に記入してください。

セルフメディケーション税制適用の場合はC－12,000円の金額を１面４－㉖欄に記入してください。

※分離課税の所得がある場合には､それらの所得金額(特別控除前）
の合計金額を加算します。

市民税・県民税の計算方法

この市民税・県民税申告の手引きは、税法(令和６年11月末現在)に基づいて作成しています。以後の税制改正により内容や様式などが変更になる場合がありますので、ご了承ください。

⑮ 生命保険料控除額
旧契約（Ｈ23.12.31以前の契約）
 一般の保険料Ａ　個人年金の保険料Ｂ

新契約（Ｈ24.１.１以後の契約）
 一般の保険料Ｃ　個人年金の保険料Ｄ　介護医療保険料Ｅ

保険料の支払金額 保険料の控除額
        ～15,000円 支払金額                円
15,001円～40,000円 支払金額×0.5＋7,500    円
40,001円～70,000円 支払金額×0.25＋17,500  円
70,001円～　　　　       一律    35,000    円

保険料の支払金額 保険料の控除額
        ～12,000円 支払金額                円
12,001円～32,000円 支払金額×0.5＋6,000    円
32,001円～56,000円 支払金額×0.25＋14,000  円
56,001円～　　　　       一律    28,000    円

配偶者の
合計所得金額

あなたの合計所得金額

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者
控除

48万円以下

配偶者が
70歳未満

33万円 22万円 11万円

0円
配偶者が
70歳以上

38万円 26万円 13万円

配偶者
特別控除

 48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円

0円

100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円

130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

133万円超 0円

前 年 の

収入金額
－ ＝ － ＝ × ＝ － － － ＝ ＋ ＝

必 要 経 費
専従者控除
給与所得控除
公的年金等控除
所得金額調整控除

所得

金額

所 得

控除額

課 税 標 準 額

(千円未満切捨)

所得

割の

税率

(10%)

所得

割額

調 整

控除額

税 額

控除額

配当割・株式等

譲渡所得割額

控 除 額

差引所得割額

(百円未満切捨)

均等

割額

市 民 税

県 民 税

年 税 額

Ⅲ 所得金額調整控除額の計算 １または２に該当する納税義務者については、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。
１．給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

　ア．特別障害者に該当する

　イ．年齢23歳未満の扶養親族を有する

　ウ．特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

所得金額調整控除額＝（給与等の収入額（1,000万円を超える場合は1,000
万円)－850万円）×10％

２．給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、これらの合計額が10万円を超

える場合

所得金額調整控除額＝（給与所得（10万円を超える場合は10万円)＋公的年金
等に係る雑所得（10万円を超える場合は10万円))－10万円

※左記１の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得から控除

します。

Ⅰ申告書は３月15日までに提出
しなければならないと、大分市税条例で

定められています。

Ｆの金額を申告書１面４－⑮欄に記入してください。

旧契約の計算

新契約の計算

新契約と旧契約があるとき
生命保険分 個人年金分

A
円

（最高　35,000円）

B
円

（最高　35,000円）

C
円

（最高　28,000円）

D
円

（最高　28,000円）

A+C
円

（最高　28,000円）

B+D
円

（最高　28,000円）

上のうちで有利な
控除額

円

上のうちで有利な
控除額

円

E
円

（最高　28,000円）

F
円

（最高　70,000円）
+ + =

介護医療分
生命保険料控除額

市民税・県民税の申告が必要か確認

※１　親族が確定申告や給与支払報告書（年末調整）、公的年金等支払報告書などで、配偶者控除・扶養控除の対象として税務署または大分市に申告している場合に限ります。
※２　勤務先から大分市に給与支払報告書が提出されている場合に限ります。提出されていない場合は、申告が必要です。
※３　令和６年中の合計所得金額が 1,000 万円を超える人の同一生計配偶者は申告が必要です。
※４　所得税の確定申告が必要ない 20万円以下の所得でも、市民税・県民税の申告は必要です。

一般的な例です。当てはまらない場合もあります。

令和７年１月１日現在の
居住地は大分市である

税務署に確定申告書を提出する人は市民税・県民税の申告は不要です！

令和７年1月1日現在にお住ま
いの市区町村にご確認ください
大分市への申告は不要です
※令和７年1月1日現在、大分市
に事務所・事業所・家屋敷が
ある人は、大分市へその旨の
申告が必要です

令和６年１月１日から 12月 31日までに収入があった

市内に住む親族から
扶養されている※1

申告が
必要です

申告は
不要です※3

申告は
不要です

申告が
必要です

申告が
必要です※4

源泉徴収票の各種控除の内容に変更がある
医療費控除・寄附金控除などを受けたい

営業・農業・不動産・個
人年金・生命保険の一時
金・株・配当・譲渡など
の収入がある

収入は給与※2 または公的年金のみいいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ はいはい

はいはい

はいはい

はいはい

はいはい いいえいいえ

会社員・アルバイト、年金を受給している人会社員・アルバイト、年金を受給している人 自営業・その他の収入の人自営業・その他の収入の人

いいえいいえ

はいはい

（令和７年度は３月17日まで）
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控除の種類 控除の要件等(⑰～㉒は令和６年12月31日で判定)
※⑳～㉒死亡時は、死亡時の現況で判定 控　除　額

⑬社会保険料

令和６年中にあなたが支払った国民健康保険税(料)､介護保険料､国

民年金保険料､健康保険料､厚生年金保険料等がある場合

※普徴とは納付書または口座振替により納付した金額、特徴とは年

金から天引きされた金額です。

(支払ったことがわかる領収書等が必要)

支払った全額

⑭
共
小規模企業
済等掛金　

令和６年中にあなたが支払った小規模企業共済等掛金、企業型・

個人型確定拠出年金の掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養

共済の掛金がある場合

(支払ったことがわかる証明書等が必要)

支払った全額

⑮生命保険料

令和６年中にあなたが支払った生命保険契約や生命保険共済等の

保険料がある場合

※旧契約（Ｈ23.12.31以前の契約）と新契約（Ｈ24.１.１以後の

契約）では計算が異なります｡

(支払ったことがわかる証明書等が必要)

裏面で計算できます

⑯地震保険料

令和６年中にあなたが支払った地震保険及び旧長期損害保険契約
等の保険料がある場合
旧長期損害保険…保険期間10年以上の満期返戻金のある保険契約
でH18.12.31以前始期のもの
※ひとつの保険契約が地震保険にも旧長期損害保険にも該当する
ときは､いずれか一方の保険料のみが控除対象となります｡
(支払ったことがわかる証明書等が必要)

裏面で計算できます

⑰寡 婦

①夫と死別･離婚した後再婚していない(または夫の生死が不明）人

で､扶養親族(子以外)がおり､合計所得金額が500万円以下の場合

②夫と死別した後再婚していない（または夫の生死が不明）人で、

合計所得金額が500万円以下の場合

① ②のいずれも扶養親族(子)を有するひとり親に該当しないもの

※住民票の続柄に「妻（夫）未届」の記載がある人は対象外

26万円

⑱ひ と り 親

婚姻暦や性別にかかわらず、合計所得金額が500万円以下で生計

を同じくする子（総所得金額等が48万円以下で他の所得者の扶

養親族でない）を有する単身者

※住民票の続柄に「妻（夫）未届」の記載がある人は対象外

30万円

⑲勤 労 学 生
あなたが学生・生徒で、令和６年中の合計所得金額が75万円以下で

あり、そのうち給与所得等以外の自己の勤労によらない所得（不動

産・配当等）が10万円以下である場合

(在学証明書または学校の長等が交付する証明書が必要)

26万円

⑳障 害 者

本人､控除対象配偶者・同一生計配偶者または扶養親族で､身体障害

者手帳１･２級の人､療育手帳Ａ､精神障害者保健福祉手帳１級の人

等は特別障害者､その他の障がいの人は一般の障害者となります｡

(障害者手帳等を提示してください。コピー可)
＊年齢が65歳以上の人で､障害者手帳を持っていなくても｢障害者控除対象者認定

書｣により｢これに準ずる｣と市町村長が認めた人も含まれます。

＊0～15歳の人でも、扶養親族であれば適用されます。

障害者

26万円
特別障害者

30万円
同居特別障害者

53万円

㉑配 偶 者

配偶者特別

あなたと生計を一にする配偶者で合計所得金額が

　48万円以下の人……………………配偶者控除

　48万円超～133万円以下の人 …… 配偶者特別控除

ただし

・配偶者が他の所得者の扶養親族、あるいは事業専従者の場合を除

く

・あなたの合計所得金額が1000万円を超える場合は控除の適用が

ありません。配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合は、
同一生計配偶者となります｡

裏面で計算できます

同一生計配偶者

㉒扶 養

あなたと生計を一にする親族で合計所得金

額が 48 万円以下の人 (他の所得者の扶養

親族 ､あるいは事業専従者の場合を除く )

※別居の控除対象配偶者もしくは扶養親族

等については、申告書２面８「別居の扶

養親族等に関する事項｣欄にもご記入く

ださい｡

※日本国外に居住する親族を扶養親族とし
て申告する場合には､｢親族関係書類」及
び「送金関係書類」を添付又は提示する
必要があります。

０歳～15歳の人…………0円
・0～15歳の人でも、住民税非課税基準の算定人数

等には含まれますので、申告書1面の「16歳未満

の扶養親族」の欄には記入が必要です。

16歳～18歳の人…………33万円
・平成18年１月２日～平成21年１月１日生まれの人

19歳～22歳の人…………45万円
・平成14年１月２日～平成18年１月１日生まれの人

70歳以上の人……………38万円
・昭和30年１月１日以前生まれの人

70歳以上の同居老親等…45万円
・あなたまたは配偶者の直系尊属で、あなたまた

は配偶者と同居している人

23歳～69歳……………33万円

㉓基 礎 控 除

あなたの合計所得金額が2,400万円以下 43万円
　　　　　〃　　　　　2,400万円超2,450万円以下 29万円
　　　　　〃　　　　　2,450万円超2,500万円以下 15万円
　　　　　〃　　　　　2,500万円超 適用なし

㉕雑 損
令和６年中に災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受

けた場合(被害を受けたことがわかる証明書等が必要) 裏面で計算できます

㉖医 療 費

①あなたや生計を一にする親族のために令和６年中に支払った治
療費等に要した費用がある場合
（支払金額などを集計した「医療費控除の明細書」が必要。明
細書は大分市ホームページ上でも作成できます）

②健康の増進維持及び疾病の予防への一定の取組を行い、あなた
や生計を一にする親族のために、セルフメディケーション税制
対象の医薬品を購入した場合（「医療費控除の明細書」が必
要）

※①か②のどちらかを選択して申告ができます。併用しての申告は
できません。

裏面で計算できます

給与・公的年金等以外の所得がある場合、その所得にかかる市民税・県民税を給与から差引き
（特別徴収）するか、自分で納付（普通徴収）するか選択 してください。

納税方法に関する事項

市　民　税
県　民　税  申告書の書き方

収入のなかった人も申告が必要な場合があります。
該当する項目の番号を○で囲み､必要事項を記入してください。

令和６年中(１月～12月)に収入のなかった人

あなたと生計を一にする配偶者や15歳以上のその他の親族で、原則として６カ月を超える期間

あなたの事業にもっぱら従事した人をいいます｡この場合､あなたの事業より生ずる収入から次

の①②のうち少ない方の金額が控除されます｡

①50万円(配偶者である事業専従者については86万円)

②(事業所得＋不動産所得＋山林所得)÷(事業専従者の数＋1)

※事業専従者に該当する人は、配偶者控除､配偶者特別控除､扶養控除の対象となりません｡

専従者控除を受ける人は､申告書２面11｢事業専従者に関する事項｣欄にご記入ください｡

事業専従者

所得の種類 内容 必要経費等

事
業

①営業
等　　

漁業､卸売業､製造業､小売業､飲食業､建設業､サービス
業などの営業から生ずる所得のほか､医師､弁護士､作
家､大工､家内労働者､各種の外交員など､農業･不動産
以外の事業から生ずる所得

その収入を得るために支
出した費用(生活費､所得
税､住民税等は含みませ
ん)､専従者給与(控除)額､
青色申告特別控除額

※収入・必要経費の内訳
は申告書２面の収支内
訳書に記入してくださ
い。

②農業
農作物の生産、果樹などの栽培、家畜の飼育などから
生ずる所得
(実際の収入金額（自家用含む）から必要経費を差し引く収支計算に

より農業所得を計算し申告してください)

③不動産 地代､家賃､貸間代､土地や家屋の権利金などから生ず
る所得

④利　子 公債、社債、預貯金の利子、合同運用信託や公社債投
資信託の分配金などの所得

なし

⑤
配
当

株式等 株式(出資)等の配当
株式等を取得するための
負債の利子

その他 証券投資信託の収益の分配金など なし

⑥給　与
給料(賞与含む)､賃金､歳費等の所得
(総収入金額は｢1収入金額等｣の 力に記入してください｡また､源泉徴
収票を添付してください。源泉徴収票がない人については２面３の
「給与所得の内訳｣欄に記入してください)

裏面のⅠによって給与所
得の金額が計算できます

雑

⑦公的
年金等

国民年金、厚生年金、企業年金、恩給などの所得
＊ただし、障害年金、遺族年金は除く
(総収入金額を｢1収入金額等｣の キに記入してくださ
い｡また､源泉徴収票を添付してください)

裏面のⅡによって公的年
金等に係る雑所得の金額
が計算できます

⑧業務

原稿料、講演料、シルバー人材センターの配分金、イ
ンターネットなどを利用した個人取引、食料品の配達
などの副収入による所得
（総収入金額を「１収入金額等」のクに記入してくだ
さい。また、資料を添付してください）

その収入を得るために支
出した費用
※申告書２面６「雑所得に関す

る事項」に記入してください。⑨その他
　　

生命保険の個人年金など、他の所得にあてはまらない
所得（総収入金額を「１収入金額等」のケに記入して
ください。また、資料を添付してください）

⑪

総合
譲渡

自動車、機械器具、船舶などの資産の譲渡による所得
(商品､原材料などの棚卸資産は除かれます)
短期…取得後５年以内の譲渡
長期…取得後５年超の譲渡

譲渡した資産の取得費と譲
渡するために要した費用
（特別控除額は50万円か､収入
一経費のいずれか少ない方)
※申告書２面13を記入してくだ
さい。

一時
生命保険契約に基づく返戻金、賞金、懸賞当選金品、
競馬、競輪などの払い戻し金、遺失物拾得の報労金な
どのような一時的な所得

その収入を得るために支
出した費用
(特別控除額は50万円か､収入一
経費のいずれか少ない方)
※申告書２面13を記入してくだ
さい。

⑫ 合計 ①～⑥の合計額＋⑩(⑦～⑨の合計額)＋⑪

記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例

※税制改正については､大分市ホームページ（https://www.city.oita.oita.jp/）をご覧ください。•検索方法•くらし手続き → 税金 → 市民税 → 個人市民税 → 税制改正 令和７年度市民税･県民税の主な税制改正についてをクリック

マイナンバー（個人番号）の記入が義務づけられています。
個人番号欄に12桁のマイナンバーを記載してください。

◎分離課税に係る所得等のある人は、市民税課に用意しています「市民税・県民税申告書（分離課税等用）」をあ
わせて提出してください。

同一生計配偶者に係る定額減税
次の条件に該当する人に対して、 令和７年度の個人市民税・県民税の所得割額から１万円が
控除されます。
・令和６年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、 所得割が課税される人。
・国外居住者でない同一生計配偶者※がいる。
　※ 本人と生計を一にしている、 前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者
　　同一生計配偶者の判定は令和６年12月31日の現況による。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、
子育て支援の観点からの上乗せを行います。
詳しくは大分市HPでご確認ください。

令和７年度市民税・県民税の主な税制改正

<記載例>
前年中は扶養・援助を受けていて、
収入のない場合

令和６年中（１月～ 12月）に収入のなかった人

福岡県福岡市○○町○番○号
豊後　一郎 夫50 1 1 大分市HP


